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現代北米先住民と博物館との協働資料管理

　　　ズニ博物 館主導 の 「協働 カ タログ制作 」 プロジェ ク トを事例 と して

伊藤敦規

抄録 　　本福鼻 餌汐 ソ鴫ダと米 国の先 住民 が博物館 との過去 ・未 来の 関係 をふ まえて

提 示す る、「協　働 」 とい う両者の新 たな関係、 お よび、博物 館資料 の管理の あ り

方 につい て、 文化 人類学 的 に解釈 しなが ら報 告す る こ とを 目的 とす る。そ の際、米

国南西 部先住民 ズニ(Pueblo　 of　Zuni)の ズニ博 物館 ・遺 産 セ ンター(A:shiwi　 A:

wan　 Museum　 and　Heritage　 Center、 ズニ博 物館)が 現 在主 導 してい る 「協働 カタ

ログ制作」計画 に注 目す る。

Summary----The purpose of this paper is cultural anthropological analyzing 

the recent trends in the relationship between the ethnological museums and the 

Native North Americans as source community, focusing on the current project 

 titled "Creating Collaborative Catalog" originally proposed by the A : shiwi A : 

wan Museum and Heritage Center (the Zuni Museum) , Zuni, New Mexico, U. 
S. A.

(注1)CMCの 名称 は過去 に国 立人類 博物

館(the　 National　Museum　 of　Man)と して

知 られていた時期があった ように、 これ まで

に何度 も移転 と改称を繰 り返 して きた。

はじめに

　 協働 とは、二者以上の主体が異なる立場か

ら相互に不足を補い合い、協力しなが ら課題

解決に向けて積極的に取 り組むことで、補完

性の原則に基づ く活動のことを指す。今 日の

北米(カ ナダと米国)に おける先住民と博物

館との間では、民族誌資料の物質的 ・情報的

管理を行ってい く場合、この協働 という概念

と実践が重要かつ不可欠の ものであるという

認識がもたれている。

　 本稿 は、博物館資料の管理のあり方につい

て、博物館との過去 ・未来の関係をふ まえて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コラボレ　ション

北 米先 住 民 が 提 示 す る 「 協 　 働 」 とい う両

者 の新 た な関 係 を、 文化 人 類 学 的 に解 釈 しな

が ら報 告 す る こ と を 目的 とす る。 そ の 際 、 米

国南 西 部 先 住 民 ズ ニ(Pueblo　 of　Zuni)の ズ

ニ 博 物 館 ・遺 産 セ ン タ ー(A:shiwi　 A:wan

Museum　 and　Heritage　 Center、 以 下 ズ ニ 博

物 館 と略 称)が 近 年 実 施 して い る 「協 働 カ タ

ロ グ制 作 」 計 画 に 注 目す る。 以 下 で は まず 、

過 去100年 以 上 に わ た る 博 物 館 に よ る北 米 先

住 民 の 資 料 収 集 の経 緯 と、 資 料 の管 理 の あ り

方 に つ い て 、 カ ナ ダ と米 国 の 事 例 を紹 介 す る 。

そ の 上 で 、 ズ ニ博 物 館 の コ ミュ ニ テ ィに お け

る社 会 的 機 能 を紹 介 し、 彼 らが 目指 す 協 働 管

理 の あ り方 を、 博 物 館 との 関係 と コ ミュ ニ テ

ィに お け る社 会 的 意 味 か ら分 析 す る。

1　 北 米 先住 民 と博 物 館 との歴 史 的 関 係

カ ナ ダ文明 博 物館 と先 住 民

　 ガ テ ィ ノ ウ市 の カナ ダ文 明博 物館(Canadi-

an　Museum　 of　Civilization、 以 下CMCと 略

称)は 、 過 去150年 以 上 に わ た っ て カ ナ ダの

先 住 民(フ ァー ス ト ・ネ ー シ ョ ンズ 、 イヌ イ

ッ ト、 メ イ テ ィ)の 資 料 を収 集 して きた カナ

ダ国 内 最 大 規 模 の 博 物 館 で あ る(注1)。 フ

ロ ンテ ィ ア開 拓 の た め に招 集 され た カ ナ ダ地

質 調 査 団(Geological　 Survey　 of　Canada)

や 、 行 政 官 、 宣 教 師 な どが カナ ダ各 地 か ら持

ち帰 っ た モ ノが 、 そ の主 要 な 民 族 誌 資 料 と な

っ て い る 。1910年 に言 語 人類 学 者 の エ ドワ ー

ド ・サ ピア(Edward　 Sapire)が 率 い る人 類

学 部 が 地 質調 査 団 内 に創 設 され 、 カナ ダ先 住

民 の 急 速 に 変化 す る生 活 様 式 を文 書 化 す る 目

的 で 、 物 質 文 化 だ け で は な く、 無 形 文 化 遺 産

(歴 史 、 物 語 、 歌 な ど)に 関 す る体 系 的 な記

録 ・保 存 計 画 も実 施 され た 。

　 20世 紀 前 半 は、 戦 争 と不 況(第 一 次 世 界 大

戦 、 大恐 慌 、 第 二 次 世 界 大 戦)に よ って 運 営

資 金 が 大 幅 に制 限 を受 け る こ とに な り、 フ ィ

ー ル ド調 査 の 規 模 は縮 小 し
、研 究 室 で の 資 料

の 整 理 、 分 析 、 出 版 事 業 へ と重 点 が 移 行 して

い くこ とに な っ た 。 そ の 後 の20世 紀 後 半 と21

世 紀 初 頭 は、 カナ ダ先 住 民 が 自分 た ち の 文 化

を見 直 す 意 識 が 高揚 して い っ た時 期 で あ り、
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その一つの流れ として、都市部と地方の双方

からなる先住民の代表者たちが、展示の政治

性を議論する諮問委員会の設立をCMCに 要

求 した。その結果、人類学 と考古学を専門と

する学芸員とカナダ全土から招聰 した12名 の

先住民の文化的専門家から構成 される諮問委

員会が設立されるにいたった。これによって、

1990年 代には、実際に展示内容、ス トーリー

展開、展示物の選定、それらの解釈や展示場

の空間デザインなどの協議 を経て、いくつか

の特別展 が開催 され た(注2)。 加 えて、

2003年 には、「ファース ト・ピープルズ ・ホ

ール(First　Peoples　Hall)」 とい う先住民の

生活様式に特化 した館内最大の常設展示場が

開設 した。

　この他にも、諮問委員会は先住民による国

立機関の積極的な活用 を奨励 し、いくつかの

具体的なプロジェクトを発足 している。その

一つが1993年 に始 まった 「聖物 プロジェク

ト」である。 この計画では、CMCが 毎年数

名の先住民の代表者 を館 に招聰 し、彼 らの滞

在中に聖物の確認を認め、特別な儀礼的なケ

アを必要 とする資料の熟覧と返還交渉の協議

の機会を与えている(注3)。 また、1993年

か ら続 く 「先住民 トレーニング ・プログラ

ム」では、試験で選考した4名 の先住民に対

し、CMC滞 在の奨学金給付 と博物館業務に

関する一般的知識の修得のための8ヶ 月間の

実習期間を提供 している。さらに、1991年 か

ら継続 している 「遺骨政策」 と、2001年 以降

に行 われて いる　「返還政 策」 に よって、

CMCと 先住民コミュニティとの間で正式な

借款協定が締結 されるようになった(注4)。

祖先の写真や過去に録音された歌、現代の饗

宴儀礼に関する写真や記録物 といった特定の

資料についての情報開示の請求など、学芸員

とカナダ先住民たちとの問での交流は日々お

こなわれている。

米国における博物館 と先住民との関係の変遷

　米国でも同様に、先住民 と博物館の関係が

この数十年で大きく変化 してきた。米国政府

は建国以来19世 紀後半までに、武力制圧や保

留地への追放などの手段によって、先住民を

駆逐 ・囲い込んでいった歴史を有している。

その過程において、内務省内に1879年 に創設

された民族学局(Bureau　 of　Ethnology)が 、

先住民の人骨や失われつつある文化(儀 礼具、
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写 真 、 言 語 、 様 々 な物 質 文 化 、 生 活 誌 、 民 族

誌)の 収 集 を 中心 的 に 行 って き た。 収 集 され

た 多 くの 資料 は 、 ス ミソ ニ ア ン協 会(Smith-

sonian　 Institute)や 各 地 の 大 学 附 属 博 物 館

な ど に移 管 さ れ た 。

　 1930年 代 半 ば 、 キ リス ト教 化 や 学 校 教 育 の

強 制 や 土 地 の 個 人 分 割 に よ る 「強 制 同 化 政

策 」 と呼 ば れ た 連 邦 政 府 の 対 イ ンデ ィア ン政

策(lndian　 Policy)が 、 『イ ンデ ィ ア ン再 組

織 法(lndian　 Reorganization　 Act)』 の 制

定 ・施 行 に よっ て 、 トラ イ ブ 自治 政 策 へ と大

転 換 を迎 え る 。 この 先 住 民 政 策 の転 換 に伴 い 、

1939年 に サ ン フ ラ ン シス コ湾 トレ ジ ャー 島の

金 門橋 万 博 に 、 先 住 民 美 術 工 芸 品 の 見 本 市 が

含 ま れ る こ とに な った 。 ま た、 ニ ュー ヨ ー ク

近 代 美 術 館(MoMA)で は1941年 に、 『米 国

イ ンデ ィ ア ン ・ア ー ト展(Exposition　 of　ln-

dian　Art　 of　the　United　 States)』 とい う特 別

展 が 開催 され て い る。 こ れ らの イベ ン トで は 、

先 住 民 コ ミュ ニ テ ィか ら選 出 され た ア ー テ ィ

ス トが 協 力 者 と して 企 画 段 階 か ら加 え られ、

彼 らの 主体 性 や アー ト制 作 の技 術 な どが 尊 重

さ れ な が ら展 示 に活 用 され た(Kabotie　 1977:

68-72;Rushing　 1995:108-ll4)。 そ れ ま で

の米 国 主 流 社 会 の 先 住 民 へ の ま な ざ し とは異

な る 、 先 住 民 に 「好 意 的 」 な事 業 が 行 わ れ た

希 有 な 時 期 だ っ た とい え る 。

　 しか し、 第 二 次 世 界 大 戦 へ の 参 戦 に伴 い 、

米 国 政 府 の 政 策 全 般 が保 守 化 し て い くな か で 、

再 び 同化 主 義 が 行 わ れ た 。1950年 代 も先 住 民 政
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 タ 　 ミ ネ 　 シ ョ ン

府 へ の 資 金 援 助 を凍 結 す る連 邦 管 理 終 結 政 策

の 実 施 で あ る。 続 く1960年 代 に は、 権 利 回 復

運 動 と して の 先 住 民 運 動 が 活 発 化 して い く。

1980年 代 にか け て の30年 間 は、 カ ナ ダ と同 様 、

民 族 学 系 博 物 館 に お け る米 国先 住 民 展 示 や 所

蔵 資 料 の 扱 い な ど を対 象 とす る、 先 住 民 コ ミ

ュ ニ テ ィか らの指 示 や提 言 が 声 高 に 叫 ば れ る

よ う に な っ た。 さ ら に、 先 住 民 コ ミュ ニ テ ィ

が 運 営 す る ト ラ イ ブ 博 物 館(tribal　 muse-

um)が 各 地 の 保 留 地 に 設 立 した こ と で、 資

料 の 返 還 とい う政 治 的 な要 求 も高 ま りをみ せ

た 。

　 米 国 につ い て は 、 民 族 学 系 博 物 館 と先 住 民

コ ミュ ニ テ ィ との 関 係 は、1990年 の 『米 国 先

住 民 墓 地 保 護 ・返 還 法(Native　 American

Graves　 Protection　 and　 Repatriation　 Act,
　 　 　ナ　ク　プ　ラ

以 下NAGPRAと 略 称)』(公 法101-601)の

制 定 ・施 行 に よ って 制 度 的 に 道 筋 が 整 え られ

(注2)「 大地 の衣服展　　極北、北西準州、

高原地域 、イスマヴ トの衣服」、「ケープ ・ド

ーセ ットの9人 の女流作家展」、「同時代の偉

人展　　平 原地域 とプラ トー地域での先住民

の放牧 とロデオの生活」な どがある。

(注3)例 えば、 タバ コやス ウ ィー ト・グラ

スを焚 いた り穀物を供えた りする儀式を伴う

ケアの実施 がある、,

(注4)「 ニ ス ガー 最終 合 意」(2000年)と

「ラブ ラ ドル ・イ ヌイ ッ ト最終 合 意」(2004

年)で は、返還条項が カナ ダの国家法の修正

条項 として追加 された。



(注5)NAGPRAの 条 文は 米国 内務省 国 立

公園局ホームペー ジを参照。同法の成 立過程

の分 析や批 判 的検 討 は、Fine-Dareや 太 田

(Fine-Dare　 2002;太 田2008)、 　McCoyに よ

るAmerican　 Indian　Art　Magazine誌 ヒの連

載 コラムな どがある。

(注6)米 国先住民 ホ ピの文化人類学 者のマ

イカ ・ロマ オ ンヴ ァヤ(Micah　 Loma'omva-

ya)は 、 資料 の返還 後 に化 学薬 品処理 につ

いての成分分析 を行い、 ヒ素が検 出されたこ

とを報告 している(Loma'omvaya　 2001:33)。

(注7)軍 神像 の返還 につい ては メリル ・ア

ルボー ンを参照(メ リル ・ア ルボー ン2003)。

(注8)近 年 では、先住民 コミュニテ ィが運

営す るカジノの ラウンジや宿泊施設 での作 品

展示の機会が増 えてお り、 カジノが トライブ

博物館の役割 を兼務す る場合 もあ る。

(注9)例 えば、 これ までに実施 して きた活

動 の 一 つ に 「アー ト地 図 計 画(A'shiwi

Map　Art　Project)」 があ る。 これ は、地 図上

にズニにとって歴 史 ・宗教 ・言語 的に重要 な

出来事や地名 を数名の ズニの 画家 が描 き、完

成 した作 品を通 して神話 等を継承 してい く、

コ ミュニテ ィ成 員の ための文化再生活動 の一

つ といえる。

ることとなった(注5)。 本法によって、国

家か ら運営資金を得ている米国内の博物館や

連邦政府機関には、先住民側からの要求に応

じて所蔵資料のリス トを作成 し提出する義務

が生 じた。 また、米国先住民に関連する展示

を行う場合は、企画段階か ら制度的に先住民

コミュニティの要望を反映 させ るようになっ

た。特に、人骨や聖物などが所蔵されている

場合には、協議を通 じて先住民 コミュニティ

への返還(モ ノと所有権の譲渡)が 検討され、

実際に数多 く行われている。

　米国の博物館側も先住民 コミュニティも、

NAGPRAが 両者の関係 を歴史的に転換する

制度的な契機になるという想いから、おおむ

ね肯定的に捉 えていた。 ところが、案件を処

理 してい く中で、様々な現実的な問題に直面

することになる。例えば博物館側か らは、貴

重な歴史的かつ民族誌的資料が返還後に充分

な環境の下で保存 ・管理がなされず、資料 と

しての価値の劣化が指摘 された。また、返還

の受け皿たる先住民コミュニティ側には、返

還対象物 をめ ぐる担当者の選定や管理方法を

めぐる意志決定に齪飴が生じたこともある。

一般的に米国先住民 コミュニティでは、成員

の誰 もが聖物にアクセス出来るわけではなく、

特定の宗教結社やクランに所属 している特定

の役割を担う者のみが、独 占的に聖物に関す

る宗教的知識 と物質的 ・精神的ケアの実践 を

担っている場合が多いためである。また、防

虫駆除などの科学的処理がなされた聖物の返

還によって、コミュニティに有害物質が持ち

込まれるという健康被害上の問題 も指摘 され

た(注6)。

　 こうした実際の返還に関するさまざまな問

題が表面化する中、1990年 代にスミソニアン

協会から聖物(軍 神像)の 返還に成功 した米

国南西部先住民ズニは、ズニ博物館が中心と

なって、 モノと所有権 の移譲 というNAG-

PRAを 基礎 とする返還のあ り方とは別の方

法を模索 し始めた(注7)。 その一つの代替

的方法が、 「協働 カタログ制作(Creating

Collaborative　Catalog)」 と名付け られた プ

ロジェク トである。

2　 ズニ博物館の機能と役割

ズニ

　ズニ もしくはアシウィとは、彼 らの言語で

「私たち」 を表す。ズニ保留地は、米国南西

部 の ニ ュー メ キ シ コ 州 中 西 部 に位 置 し、 保 留

地 の 面 積 は1,873平 方 キ ロ メ ー トル で あ る。

『イ ンデ ィ ア ン 再 組 織 法 』 の 影 響 に よ っ て

1930年 代 に 成 立 し た 自 治 政 府 の ズ ニ 政 府

(Zuni　 Tribe)が 、 『ズ ニ 憲 法 』 に よ っ て 成

員 規 定 を定 め て い る 。2000年 の 国勢 調 査 に よ

る と、ズ ニ 政 府 へ の 登 録 成 員 数 は 約1万2,000

人 で 、 約7,800人 が 保 留 地 内 に 居 住 して い る。

ズ ニ 成 員 の キ リス ト教 徒 は少 数 派 で あ り、 シ

ャ ラ コ(Sha'lak'o)儀i礼 や コ ッ コ(koko,一

般 的 な英 語 表 記 で はKachina)と 呼 ば れ る 超

自然 的 存 在 を崇 め る 伝 統 的 な儀 礼 や世 界 観 が 、

ク ラ ンや 宗 教 結 社(kiwitsine,一 般 的 な英 語

表 記 で はkiva)に 属 す る 成 員 や そ れ をサ ポ

ー トす る親 族 に よ って 、 集 客 用 の観 光 イベ ン

トと して で は な く、 非 成 員 へ の秘 匿 を堅 持 し

なが ら維 持 ・継 承 ・実 践 さ れ て い る 。

ズニ博物館

　1992年 、ズニ博物館はコミュニティ成員が

運営するNPO組 織 として設立 した。一般的

な博物館の機能を考える場合、収集、保存 ・

管理、収蔵、研究、展示、そして資料を活用

したアウ トリーチ といった6点 を挙げること

がで きるだろう。一方で、 トライブ博物館た

るズニ博物館に特徴的なことは、自分たちの

手による自分たちの文化や歴史の表象を主眼

としている側面である(注8)。 この場合、

情報を提示する対象は、外部から訪れる観光

客や他の先住民コミュニティ成員も含まれる

ものの、基本的には運営主体のコミュニティ

成員を主たる対象としている(注9)。

ズニ博物館による外部の博物館への働きかけ

　 とはいえズニ博物館の対外的機能の一つに

は、外部の博物館か らの依頼による所蔵資料

の調査 ・研究の実施がある。ズニ博物館のア

写 真　 ズ ニ博 物 館2009年 筆 者 撮影(Zuni　 Tribe　Photo　 Per-

　 　　 mit,　No.666904)
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ウ トリ ーチ 活 動 に は 、 外 部 博 物 館 所 蔵 の 資料

や レプ リカが 使 用 され る 場 合 もあ る。 た だ し、

そ う して借 り出 した モ ノの 管 理 情 報 は必 ず し

も正 確 で は な い とい う　(ズ ニ 製 、 使 用 目的 、

使 用 方 法 、使 用 年 代 、 素 材 、 入 手 経 路 な ど)。

調 査 ・研 究機 関 と して の ズニ 博 物 館 は 、 諸博

物 館 か ら資料 の 真 正性 の 確 認 や 、 現 代 の ズ ニ

の解 釈 の提 供 、 資 料 管 理 に 関す る提 言 を求 め

られ て きた 。 例 え ば 、 ニ ュ ー メ キ シ コ州 サ ン

タ フ ェ の 先 端 調 査 研 究 所(School　 for　Ad-

vanced　 Research、 旧 称School　 of　American

Research、 以 下SAR)附 属 イ ン デ ィ ア ン美

術 リサ ー チ セ ン タ ー(lndian　 Art　 Research

Center、 以 下IARC)は 、 南 西 部 先 住 民 の 土

器 ・宝 飾 品 ・絵 画 ・織 物 ・木彫 人 形 な ど、 約

1万2,000点 を所 蔵 して い る。2009年4月 、

ズニ 博 物 館 は これ らの 中 で 「ズ ニ 製 」 と い う

管 理 情 報 が 付 され て い る 資料 に つ い て 、 ズ ニ

製 ・非 ズニ 製 の 確 認 、 使 用 目的 の 説 明 、 聖 物

の 有 無 の 確 認 や そ の ケ ア の 方 法 の 提 示 な どの

項 目か ら な る調 査 依 頼 を 受 け た 。 結 果 と して 、

IARC所 蔵 の 半 数 以 上 の 資 料 情 報 に 誤 記 が 認

め られ た 。

　 こ う した 誤 表 記 は しば し ば他 の 博 物 館 資 料

に もみ られ る た め 、 ズ ニ博 物 館 の ス タ ッ フは 、

依 頼 を受 け た博 物 館 以 外 に も積 極 的 に足 を運

び、 熟 覧 作 業 に よる真 贋 の 見 極 め や 、 管 理 情

報 の 修 正 や 書 き加 え を逐 次 行 う よ うに して い

る(注10)。 過 去 にお い て す で に失 わ れ、 将

来 的 に失 わ れ る と予 測 され る ズ ニ の伝 統 文 化

につ い て 、若 い 世 代 の ズ ニ成 員 や保 留 地 を離

れ て都 市 で暮 らす 成 員 が 、 外 部 博 物 館 の 管 理

す る誤 情 報 を頼 りに して誤 っ た歴 史 認 識 や 自

文 化 の解 釈 を行 わ な い よ う に 、現 代 の 伝 統 的

知 識 の保 持 者 と協 力 して対 応 して い くこ と を、

ズ ニ博 物 館 は 活 動 の 根 本 原理 の 一 つ と して い

る の で あ る。

トライブ博物館としての諸特徴

　さて、文化人類学者のジェームス ・クリフ

オー ド(James　 Clifford)は 、米国の トライ

ブ博物館に共通 してみられる存在意義や問題

設定について以下の4項 目を挙げている。第

1に 、そのスタンスは宗主国のメジャーな博

物館 とは異なり、ある程度対抗的なもので、

排除されてきた経験や植民地的過去、そして

現代の闘争が展示に反映される点。第2に 、

芸術/文 化の区別はしばしば適切でないとさ
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れ、あるいは積極的に転覆される点。第3に 、

統一された直線的な大文字の歴史という概念

は(国 民の歴史であれ、人類の歴史であれ、

芸術の歴史であれ)、 コミュニティやローカ

ルの複数の歴史によって批判 される点。第4

に、収集品が(国 民的芸術 ・偉大な芸術など

として)遺 産に登録されることを望んでお ら

ず、むしろ国民的遺産や世界的遺産か ら自由

であり、それらとは異なった伝統や実践のな

かに刻みこまれることを目的としている点で

ある(ク リフォー ド2002:146)。

　ズニ博物館内の展示スペースには、人骨の

返還に用いられた木箱が収奪の歴史解説パネ

ルと共に再現展示 されていた り、過去の民族

学者 ・人類学者を文化の収奪者 としてリス ト

展示 しているほか、「アー ト地図計画」の作

品展示によってズニによる土地 と歴史の解釈

の提示がみ られる。そ してなによりも、特定

の儀礼具や聖物を来館者の 目から遮断し、ク

ランや宗教結社による排他的な管理 を委ねる

スタンスをとっていることから、おおむねク

リフォー ドの挙げる トライブ博物館の諸特徴

が該当する。

伝統的知識の管理

　ズニ博物館の設立 目的とも関わる重要な問

題であるので、クリフォー ドのいう トライブ

博物館の第4の 特徴に関連する 「不特定多数

への情報の非公開」 ともいうべき伝統的知識

の管理について もう少 し詳しく説明 しておき

たい。当館は開館までの約30年 間を、モノや

情報 を調査 ・研究 し、収集(返 還)し 、 管

理 ・収蔵 し、公開するという博物館の基本的

な機能をめ ぐる議論に費や して きた(lsaac

2005,2007)。 この議論に慎重になる理由は、

ズニ博物館が調査 ・研究対象 としてきた外部

博物館の所蔵資料の中には、あまね くズニ成

員がアクセス可能なものだけが含 まれている

わけではないこと、そ してそうした非公開を

原則 とするモノの調査報告や返還後のズニ博

物館での展示の可否が争点 となったためだ。

　先述 したように、降雨や世界の調和を願う

諸儀礼や世界観は、特定のクランや宗教結社

に加入 した成員が、指導者から実践に必要な

知識を、適時、口頭で継承 しながら占有 して

いく。非ズニ成員や、他の宗教結社の成員や、

結社に加入する以前の子 どもなどへの知識の

共有は制限されるのである。儀礼に用いられ

(注10)SAR附 属IARC以 外 の 資 料 熟 覧 を実

施 した博 物 館 に は 、 ハ ー バ ー ド大 学 附 属 ピ ー

ボ デ ィ ー博 物 館(マ サ チ ュ ー セ ッッ)、 ブ ル

ッ ク リ ン 博 物 館(ニ ュ ー ヨ ー ク)、 ス ミソ ニ

ァ ン協 会(ワ シ ン ト ンDC)な ど が あ る

(lsaac　 2005:4)o



(注11)例 え ば 、Cushing　 1891-92,1892;

Fewkes　 1891;Stevenson　 1901-1902:Kroe-

ber　 1917;Bunzel　 1929-1930;Benedict:

1935;Parsons　 1923,1933な どが あ る 。

(注12)特 に 儀 礼 時 に は 至 近 距 離 か らの 見 物

も、 写真 撮 影 ・ス ケ ッチ ・音声 録 音 ・ノー ト

へ の メ モ と い っ た あ ら ゆ る 記録 行為 が 禁 じ ら

れ る 。例 え ば儀 礼 の 見物 につ い て は 、 ズ ニ の

中 で の そ の儀 礼 を 司 る ク ラ ン や宗 教 結 社 の 成

員 、 そ の他 の ズニ 成 員、 他 の米 国 先住 民 、 非

先住 民 の観 光 客 とい っ た よ う に、 接 近 距 離 が

階 層化 さ れて お り、 そ れ に従 わ な い場 合 は ズ

ニ ・トラ イ ブの 警 察 か ら警 告 を受 け、 そ の場

か ら排 除 され る。

る道具や祭壇や神像などの聖物それ自体や、

その用途、描かれる意匠の意味なども、部外

者に対 して秘匿性を帯びる内容とされる。

　 とはいえ、そうしたモノがすでに外部の博

物館に所蔵 されている事実がある。 また、

1879年 に内務省民族学局からスティーブンソ

ン夫妻(James　 and　Matilda　Coxe　Steven-

son)が 初めてズニに派遣 されて以降、民族

学者 と人類学者たちによる神話や宗教研究な

どを含めた総合的な現地調査 と研究成果の多

くは、既 に出版されている(注11)。 ズニ博

物館では、過去の研究者達をリス ト化 し、秘

匿性の公開に対する批判的な見解と共に展示

している。カチーナ人形研究の大家であるバ

ー トン ・ライ ト(Barton　 Wright)が 述べて

いるように、よそ者(研 究者だけではなくズ

ニの非結社成員を含めて)が ズニの宗教実践

を記述 し、公開することは、当時から慣習的

に 「禁止」 されて いたのであ る　(Wright

1985:2)。 かろうじてソース ・コミュニティ

成員が納得する公開方法とは、彼 らの協力を

得て、写真ではなく彼 らが描 く絵画などの美

術工芸品を介 して、彼 らに説明を求めて部分

的に記述するや り方 しか残 されていないと思

われる(伊 藤2009)。

　 19世紀後半から20世紀半ばにかけて、ズニ

の宗教や世界観に関する研究成果が出版で き

たのは、単に研究上の倫理意識が欠如 してい

た と結論づ けるのではな く、例えば、 ソー

ス ・コ ミュニテ ィか ら学界へのさまざまな

「距離」(検 閲のための通信手段の整備、学会

誌などの出版物流通へのアクセス、識字率な

ど)が 保たれていたためだろう。現代ではこ

こで述べたような 「距離」は格段に縮 まって

いるため、学者が 「学問の神聖性」や 「学術

調査と出版の自由」を振 りかざすことはでき

ないし、一般の観光客 も保留地内での写真撮

影には トライブ政府か らの許可取得が義務づ

けられている(注12)。 ズニ成員問で も宗教

実践に関する行動規範が存在 し、それは外部

博物館の所蔵資料を調査 ・研究するズニ博物

館にも該当する。そのためズニ博物館 は、基

本的には館員だけの単独資料熟覧調査や、そ

の即時的な成果公開を行わない。特定の専門

的知識を占有 してきた集団の指導者達 と協力

関係を保ちなが ら、以後の対応や管理のあ り

方を協議 し、その過程 を経てか ら必要な場合

には所蔵先博物館に提言を行うのである。 ま

た、ズニ成員へのアウ トリーチ活動を行う場

合にも、基本的には館員だけで行うのではな

く、伝統的知識の保持者の同席が慣例化して

いる。つ まり、ズニ博物館のコミュニティに

おける社会的役割 とは、伝統的知識に関する

渉外窓口とコミュニティ内のコンセンサス作

り、およびコンセンサスの再生産の窓口とい

えよう。

3　 「協働力タログ制作」計画

　 2010年 現在、ズニ博物館は 「協働カタログ

制作」プロジェク トに重点的に取 り組んでい

る。これは、モノと所有権の委譲 という米国

でのNAGPRA以 降に主流となった返還 とは

異なる、博物館 と先住民コミュニティの新た

な関係性構築に向けた動向といえる。

　 具体的なプロセスは7段 階か らなる。①外

部の博物館が所蔵するズニ関連資料を管理情

報 と照合しなが ら熟覧する。②管理情報に修

正を施し、伝統的知識に関する記述を書き足

す。③それらの情報をズニ博物館が管理する

PCか らアクセス可能な情報技術 システムを

開発する。④資料画像と管理情報を、新シス

テムに汎用可能なフォーマ ットに移行する。

⑤ ズニ ・コミュニティ内の重層的な宗教的 ・

伝統的知識の管理形態を反映させるために、

逐次、宗教結社やクランの指導者による確認

作業 を依頼する。⑥公開可能な資料をソー

ス ・コミュニティ全体にオープンにする。⑦

閲覧者が思い思いにその資料に関する記憶や

使用方法や制作技術をデータベースに書き加

えることを推奨する。

　 このように、「協働 カタログ制作」 とは、

サイバースペースにモノに関するコミュニテ

ィの記憶装置を創造する一種の回想法の応用

といえる。そもそもズニ政府や米国政府は世

界各地の博物館が所蔵するズニ関連資料の情

報や来歴を一元化 して管理 しているわけでは

ないので、現代のソース ・コミュニティは、

ズニに関する資料の所蔵先や、数量、管理方

法の実態といった、世界中に分散 した自分た

ちの過去を包括的に知る術 をもたない。各博

物館収集担当者が制作者から直接仕入れる場

合は、来歴が明記されるものの、それ以外に

も、盗掘などの手段でソース ・コミュニティ

か ら知 らぬ間に収奪されたり、成員が個人的

に譲渡 したものがその後直接 ・間接的に博物

館に寄贈された り、転売されていくように、
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博物館資料というものは様々な経路を経て最

終的な所蔵先の博物館に収集 されてい くので

ある。さらに、博物館の収集担当者が、ズニ

製を騙る非ズニ製の品をギャラリーなどの仲

介者を通して間接的に購入 したり、管理情報

を誤って資料リス トに記載 してしまった場合

には、資料が解説文と共に展示 されていた り、

データベース化されて外部か らアクセスでき

る状況にない限 り、その正誤を確認する術 は

管理情報 との照合による資料熟覧しか残 され

ていない。

　外部の博物館側が管理 している資料情報が

必ず しも正確な記述によって構成されていた

わけではないことを、 ズニ博物館関係者は

SARな どでの調査か ら経験的に理解 してい

った経緯がある。 さらに、外部の博物館は地

理的にもズニ保留地から遠 く離れた場所に立

地 していることが多く、コミュニティ成員が

情報確認のためにその都度費やす移動時間や

費用や申請の手続 き上の手間など考慮すると、

保留地にいなが らにして外部の博物館 とつな

が りを確保する手段の構築がより望ましい方

法として希求されてきた。時間的かつ空間的

な移動を伴わず、国家法NAGPRAに よる返

還や法的措置も必要 とせずに、外部の博物館

が所蔵する資料にアクセスできる方法の一つ

が、インターネットを活用 したオンライン ・

カタログの構築 であった。確かに、アクセス

方法や資料への情報と伝統的知識の書き込み

や人物の確認手段など、いくつかの規定づ く

りは必要だろうが、外部の博物館所蔵資料 と

ソース ・コミュニティを接合する双方向的な

インターネットの有用性 と活用が、ズニ博物

館の担当者の間で期待されるようになってい

ったのだ。

　2009年 度に米国の博物館 ・図書館サービス

機構か ら助成金を獲得 したことで、「協働カ

タログ制作」計画は現実味を帯びてい く　(注

13)。2009年12月 、情報システム構築に関す

る第1回 会議がズニ博物館で開催 され、研究

組織に名を連ねる北アリゾナ博物館、デンバ

ー美術館、デンバー自然科学博物館、UCLA

情報学部、ケンブリッジ大学附属人類学 ・考

古学博物館から館長や研究者が参加 した。

　 この会議では、米国内外の博物館所蔵資料

のデータを一元化する技術的方法が検討され

たほか、ズニの多層的な伝統的知識の管理体

系を反映させるための部分的公開の方法(ユ
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一ザー全てに公開、ズニ成員にのみ公開、ズ

ニの特定の社会 ・宗教的役割を担う者のみに

公開など)、公開後のズニ成員による書込の

方法、書込内容を即時にアップロー ドせずに

専門的知識の保持者による確認を行う 「パー

キングロット」 と称 される仮想空間の設置 と

その方法、博物館が資料情報の管理に使用 し

ているシステムと新規 システムとの汎用性の

検討など、多岐にわたって議論が交わされた

(注14)。 現実化に向けた技術上の様々な難関

が明らかになった ものの、所蔵先の博物館 と

ソース ・コミュニティ双方にとって現実的で

有益な手段だということが再確認された。

4　 おわりに

　現在進行中の研究助成課題では、米国か ら

5機 関、英国から1機 関の博物館および大学

が参加 してお り、現状では英語圏以外の諸国

にある博物館は正式な研究組織 として加わっ

ていない。ただし、ズニ博物館 としては、研

究助成期間が終了 した後 も 「協働 カタログ制

作」計画の継続的発展を希望 してお り、他の

米国内博物館をは じめ、 ヨーロッパやアジア

の民族学系博物館との協力関係構築も視野に

入れている。

　欧州諸国や日本などの博物館が管理してい

るズニ関連資料は、オンラインのデータベー

スが公開されていれば、ズニ博物館やコミュ

ニティ成員 もアクセスが可能である。しかし、

記載内容の確認には言語的な障壁が存在する

(ズニ保留地内ではズニ語 と英語が使用 され

ている)。幸 い2011年 春 までに新システムが

完成する見通 しがたったので、非英語圏諸国

の博物館にも 「協働 カタログ制作」計画への

参加 を求める計画が立てられている。それが

実現すれば、より包括的で分厚 く、多言語的

な世界規模のデータベースがソース ・コミュ

ニティにもたらされることになるだろう。こ

れは単なる絵物語ではな く、ズニ博物館長は

2009年 に来日し、大阪府の国立民族学博物 館

(以下、民博)に て熟覧作業を実施 している

(Enote　2009)。 その際、民博館長に直接口

頭で 「協働カタログ制作」計画への参加協力

を求めた。協働 という考え方に基づ く博物館

と北米先住民コミュニティとの関係は、歴史

的な植民地政策の有無を問わず、世界へ と応

用的に拡大していく過程にあるといえよう。

(いとう　 あつの り)

(注13)研 究 課 題"Creating　 Collaborative

Catalogs:Using　 Digital　 Technologies　 to

Expand　 Museum　 Collections　 with　 Indige-

nous　 Knowledge"助成番号LG-24-09-0106-

09。

(注14)「 協 働 カ タ ロ グ 制 作 」 計 画 の 情 報 シ ス

テ ム 開 発 は 、Srinivasan,　 Enote,　 Becvar　 and

Boast　 2009:Srinivasan,　 Boast.　 Becvar　 and

Furner　 2009a,2009b;Srinivasan,　 Becvar,

Boast　 and　 Enote　 2010;Becvar　 and　 Srini-

vasan　 2009に詳しい。
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